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   佐倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 佐倉市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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佐倉市条例第   号 

   佐倉市介護保険条例の一部を改正する条例 

 佐倉市介護保険条例（平成１２年佐倉市条例第２３号）の一部を次のように

改正する。 

 第６条第２項中「平成３０年度から令和２年度までの各年度」を「令和２年

度」に、「２０，３００円」を「１６，２００円」に改め、同条第３項中「令和

元年度から令和２年度までの各年度」を「令和２年度」に、「２０，３００円」

を「１６，２００円」に、「３３，８００円」を「２７，０００円」に改め、同

条第４項中「令和元年度から令和２年度までの各年度」を「令和２年度」に、「２

０，３００円」を「１６，２００円」に、「３９，２００円」を「３７，８００

円」に改める。 

 附則に次の１条を加える。 

 （令和元年度及び令和２年度の保険料の減免の特例） 

第１１条 第１４条第２項の規定にかかわらず、令和元年度（令和２年２月１

日から同年３月３１日までの間に普通徴収の納期限があるものに限る。）又は

令和２年度の保険料に係る減免の申請は、市長が別に定める日までに行うも

のとする。 

２ 第１号被保険者の資格を取得した日から１４日以内に加入手続が行われな

かったため、第７条第２項の規定により令和２年１月分以前の保険料の納期

限が同年２月１日以降とされている場合にあっては、同年１月分以前の保険

料について前項の規定を適用しない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐倉市介護保険条例（以下「改



正後条例」という。）第６条の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後条例第６条の規定は、令和２年度以後の年度分の保険料について適

用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 


